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労働者派遣法改正法案が衆議院厚生労働委員会で可決される 

 

 

連合は議面集会・傍聴行動を実施 

 

12月 7日、連合は改正労働者派遣法案の衆議院厚生労働委員会での審議にあたり、

議面集会を行い、引き続き傍聴行動を行った。構成組織・連合本部から約 40名が参

加した。 

 

委員会質疑に先立ち衆議院議員面会所で開催した緊急集会では、冒頭、岡本充功・

衆議院厚生労働委員会筆頭理事より、「与野党協議で法案修正を行うこととなったが、

派遣労働者の状況を前進させるため、是非とも可決をめざしたい。違法派遣の場合の

派遣先による直接雇用申込みみなし規定等が盛り込まれたことは大きい。派遣労働の

在り方については様々な課題があるが、政府、民主党としても引き続き議論していき

たい。」と決意表明を行った。中根康浩・同理事も改正法案成立にかける意気込みを

述べた。 

続いて、新谷総合労働局長から、改正法案の早期成立に向けたこの間の取り組みの

経過について説明し、政府法案の修正は残念であるものの 1985年の法制定以来規制

緩和一辺倒だった流れを転換させる、直接雇用申し込み見なし規定など労働法制上重

要な意義のある労働者保護規定が盛り込まれた本法案の今臨時国会での成立の必要

性を訴えた。さらに、寺田非正規労働センター総合局長が、改正法案の成立に期待す

るとともに、連合として「職場から始めよう運動」をよりいっそう推進していくとの

決意を述べ、集会を閉じた。 

集会の後、委員会質疑の傍聴行動を行った。民主党からは大西健介議員が質問に立

ち、法案に盛り込まれたマージン率の開示規定等を通じて悪質な派遣元事業者を淘汰

していくべきこと、特定労働者派遣事業も許可制にすべきこと等に触れ、質疑を行っ

た。 

午前及び午後の質疑の後、採決を行い、修正案（民主・自民・公明 3会派提出）お

よび修正部分を除く政府原案が賛成多数で可決された。なお、改正法案には附帯決議

が付された。 


